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『ラインの監視人』 Der Wdchter am Rhein. 

Bin deutsches Volksblatt, によせて

ムバッハ祭典前夜*

慕 木 能 雄

(1)

それぞれの時代には，その時代の歷史的諸条件に規 

定された時代精神が生み出される。そめ時代精神はま 

た，それを生み出した歷史的諸条件に反映して種々の 

要求を生むものである。そして，その時代精神と諸要 

求が合致する方向を見出し得た場合には，必ず一定の 

運勤形良さをとつて夷践行動をともなうものなのである。

例えぱ，1832 年さ月2 7日に開催されたハムバッハ 

祭兆Ham bacher F e s tも，.そういうものの一つに数 

えられるだろう。成程,この祭典はドイツの国家統一 

の必要を宣言したものの，それを実現するための道翁 

が余りに大雑把であったために，統一のための明確な 

，指針を示し得'なかった。しかし，.ドイツ人民の永年に 

わたる願望が，この祭典にはこめられており，最早， 

ドイツが諸邦分穀の状態を克服して国家統一を果たす 

以外に，祖国再生の道がないことを行動の上で示した 

事件として，記億にとどめておく必要があるだろう。 

また，この祭典の精神が後の組国統一と解放運動に少 

なからぬ影響を与えたことを考えれぱ尚更のことであ 

る。

本稿の目的は，1832 年 4 月 1 日から同年7 月2 6日 

にかけてバ一デン大公S のマンハイムで刊行された急 

進的自由主義新聞，r ラインの監視人J Der Wachter 
am Rhein. B in deutsches Volksblatt (以下.『ライン 

の監祝人j と略）を紹介することである。同紙紹介の意

図は，その刊行期間から明らかなように，ハムバッハ 

祭典開催前後の時節と一致しており，同祭典を頂点と 

するドイツ三月前期30 年代における人民運動を理解 

するのに必耍と考えられたからであろ。

( 2)

ハムバッハ祭典の為台は，南部ドイツ，ラインバイ 

ェル ン （プファルツ）である。 この地域は， まさに諧 

邦分裂の状態にあって混乱を極めた封建絶対制下ドイ 

ツの矛盾を集中的に表現していた。

ラインバイユルンがバイユル ’/ 王国統治下に編入さ 

れたのは1816年 5 月 1 日以来である。それ以前，すな 

わちナポレオン戦争期においては，フラシス領に厲し， 

その後ゥィーン会譲を経てバイユルン王国に帰属が決 

定するまでは，オーストリアの支配下に置かれていた。

バイェルン国王,，マ ダ ク ス . ヨゼフ M ax Joseph 

は，当初この地をバイェルン王国に帰属させることに 

皮対であった。なぜならぱ，地理的に見て本国から遠 

<；離れすぎていたからである。急転して，ラインバイ 

ュルンを帰属させようと決意しためは，同地からの,収 

入壞が期待できたからである。そこで，当時バイェメレ 

ンま国親であったザルツプルクと交換にオーストリア 

からラインバイェルンを手に入れたのである。それ故， 

バイ•svレン王国に.，.とってラインバイゴ•ルンは，，いわぱ 

主国の財政救済を果こす以タ}•の何物でもなかった。,
後に，f国家学辞典J Staatslexikon oder E ncyk-

注（1) W i l h e l m ,  H e r z b e f g ,  Das Hambacher Fest. Geschtchte der revoluiionaren Bestrebungen in Rheinbay- 
ern utn das Jahr 1832‘ L u d w i g s h a f e n ,  1908.  S . 10.

Neudruck; Zentralantlquadat der DDR, Leipzig, 1974, . ■ ^
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lopadte der Staatswissenschafteti, in Verbindung 
mit "iefe" der angesehensten Publicisten Deutsc- 
h la n d s .の編寨者として箸名なヴルッカ 一 （Theod- 
or W elck er)は， 1818年にラインバイエルンに関す 

る報告書の中でi この地域では，プラシスと合同すぺ 

きであることカレr正面きって言われているJ と述べて.

いる。その理由というのは,フランスめ統治下にあっ 

た時には， rもっと良い生活が保障されJ r政府の理解 

が得られJ 「どんなに緊急切迫しても锐鱼担が少な'^、」

から，というものである。

1820 年代力t経過していくなかで， パン， 肉，塩，

ビール等，生活必需品から後好品に，いたるまで課せら 

れる諸税と，それに加えて封建的賦役とが全ドイツの 

勤労きにとって重庄となっていたのであるが,‘ライン 

バイェルンにおいては，そうした諸A 担が一層重く感 

.じられていた。

それに, - 1820年代め後半には，ライン河畔を中心に 

南部ドイツ全体が経済的統一への11̂動を開始する。す 

なわち，バイユルンニヴュルチンペルク関税同盟，プ 

ロイセンニへツセン関税同盟，それと，このニつの関 

税同盟に対抗する形で中部ドイツ商業同盟? ! それ<ぞ 

れ 1828年 1 月.2 8 日，同年2 月 1 4 日，同年9 月 2 4 日 

に結成される。こうしてライン地区，中部ドイツ地区 

の再編成が今や焦眉の間題として大きく-.クロ一ズアダ 

プ.されてきたのである。

法（2 ) Kurt, Baumann, Die Kontinuitat der revolutionSren Bewegungen in der Pfalz von 1792 bis 1849. 
S ,マ, in: Geschichtliches Landeskunde Bd 1 .Wiesbaden, 1964.

(3 ) Karl, Obetmann, Deutschland von 1815 bis 1849, Von der Grxindung des Deutsch^n Bundes bis 
zur burgerlich- demokratischen Revolution. 4., Uberarbeitete Auflage. Berlin. 1976, S, 70.

( 4 )  a. a. O;, S. 9 1 . •
( 5 )  Johann Georg August, W irth, Das Nationalfest d ir  Deutschen zu Hamhach, . Neu stadt a /H  1832. 

S. 2. Neudruckr Topos Vetiag AG‘ Vaduz/Liechtenstein, 1977* (以下, Lfas Natidftalfゆt  }：ylめ '
( 6 )  Wilhelm, Herzberg, S. 25.

.バイュノレン政府も周與の事情に料を全愈なく.され, 
1829年 I2 月 20 日 に は 『ラインパイュルン行政府や

C4 )
住民の反対J を押しf j って同地域に関税線を設置した 

のであった。. -■
ラインバイエルシは前年結成されたパイエルンニヴ， 

ュルチンベルク関税同盟からは, . こ.の地域の特殊的事 

情を理由に除外されていたため，いわぱ独立国家の形 

で各邦とび3取引が自由であった。ところ力*、，1829年の 

関税線設置によって他邦への関税負担が增大し，ライ 

ンバイレン地域内の産業は手痛い打撃を受けること 

になったのである。恶いことに， 1829 年から1831年 

にかけて葡萄が作に見舞われ，ヴイン輸出に依存し 

ていた農民は関税負担と12̂ 作の二重打撃を受けたので 

ある。これらのことが原因して，ラインバイエルン地 

域は異常な物価騰參と[癌のように広がっていく市民
( 5 〉

の貧困，無数の貧者と乞食の群れJ をあみ出していっ 

I た。

因みに, ラインバイュルン内の諸都市，例えぱ，デ

ュルクハイム, . フランケンタール,.カイザースチウチ 

ルン, ラ,rノダ* ^ ,シュバイア一，ツヴァイプリュッケ

ンにおける1826年から1835年までの生活必需品（1
k g当りのパンと肉）の物価を見ると，1831年と I832'年

の物咖は，それぞれ前年同時期と比較してみた場合に 
(6 >

その急騰ぶりは顕著である。こうしたなかで，デュル 

クメ、イム市などでは，1832年 3 月の最終週から貧窮者

パン(Ikg当り》
デュルクハイム フランケン夕で■ル カイザースラウテルン ランダク シjLパイア一； ，'ノヴァイプリュダケン
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『ラインの監視人』によせて

のために特別の施しを与んるのだが，実に全市民の三 

分の一に及ぶ者が施しを受けたのである。またツヴプ 

イプリュッヶン市では， 1832年当時の世帯数が1360 

であったが，そのうち400世帯が貧困者リストに載り，

200世帯は極貧の状態であったと言わ;^てい( 。

こうしてみると，1832年 3 月頃かちハムバッハ祭典 

にいたるまでのラインバイょルンは，民衆の不満が極 

点に達していたと言■えるであろう。

更に，こうした諸条件はフランスの7 月本命の全儘 

と容易に結合する。 7 月本余勃発の知らせは，プラン 

スと国境を接する南部ドイツ諸邦—— バイェルン王国，

ヴュルチンベルク王バーデン大公国—— に逸早く 

伝わり，空文化された倾邦憲法に実質的内容を持たせ 

ろ運動となっセ展開されていった。これら諸邦にあっ 

ては，何よりも先ず出版の自由の獲得，わけても世論；

を喚起する手段としての新聞出版の自由を手に入れる 

ことが重耍であったし, . 事実，南部ドイツ譜邦におけ 

る新聞出版はr 目を見張るばかりの高揚J であっすこと 

いう。

例えぱ， バイュルン王国における代表的な自由主 

義新聞を'挙げる .と， アイゼンマンJohann Gotfrled 

E is e n m a n nの 『バイユルン民衆新聞』 Baj>6t"iscfw 

V o lk s b la t t ,コレマンス  Victor, von Corem anns <D

注（7 )  W ilhelm, Herzberg, S . 1 8 .デュルクハイム市における市民の貧困が増加したことを報じる記力;，Wdchter am 
Rhein. Nr. 7 (A pril 7). S. 2 3 ,である。、

( 8 )  Wdchter am Rhein. Nr. 45 (M ai 16). S. 179—S. 180.
この記事は，5 月8 日付で布告されたライシバイュルン地区政府のハムバジハ祭典禁止措置に閲連して報道されたもの 

だが，ここには当時のラインバイュルン地区における住民の感情がかなり率直に反映されている。r住民の大部分は★
現政府に絶望している。専制のこれまでの行為は信枝という.ものを根こそぎにしたのであり，専制に思1/、知らせること 

は，，，‘…市民が，強い断固とした意志でのみ行えるのだJ (：a. a. 0., S . 1 8 0 )と。
( 9 )  W ilhelfn, Herzberg, S. 28, FuBnote.
(10) Deutsche t r ib u n eは最初1831年7 月 1 日 ]VKinchもn で刊行されたが，度まなるバイュルン政府の干渉のため,ヴ 

ィルトはラインバイェルンで同紙の発行を決意する。同紙は1832年 1月 1 日からホムプルクで発行をW開した。しかし, 
同年3 月21日第71号を最後に廃刊する。ヴィルトは, その後同紙を6 月 1 日からバ"デンで刊する計画と公表 

chter ant Rhein. Nr. 4 2 .〔M a i 13〕するが徒労に終ゥた。.’彼後年になってもDeutsche .TV*.ろft?，レ刊行の夢を持 

ち続け, 3 月苹命真只中の184S年7 月 1 日に漸くその資現がTij能になった矢先に，6 月28 日，彼の突然の死によって結 

局陽の目を見ることはなかった。K urt, Kszyk,. und Karl, Oberman, hrsgf. v., Zeitgenossen von Marx.
. . . .  Ausgewahlie Brie/e aUs den Jahre 1844 bis 1852, A ssen/A m sterdam  1975. S. 165. Fuf3note 2 .を見よ。 

マルクスも TWWiwfi に言及したことがある。例えぱ，"M arx, an Dagobert Oppenheim in'. K61n".
〔Bonn, um den 25. A ugust 1842〕『マルクスニェンゲルス全集j 第27拳, 訳 .354ペイジ。 

r" .国家の現状の礎石に反対するはっきりした意志表示は検閲の強化とさらに新聞の弾庄をもたらすかも知れません。

. 南ドイツのr トリビューネJ ゆこうしたやり方で崩壊したJ と。

(11) ジーペンプァイファーの略伝は, W ilhelm H erzberg, S. 29-S. 30によった。彼の経摩については.，1835年3 月11日プ 

ランクフルトと日付のついた V o rtrag  der Bundes =■ Zentra l=Beh6rde Uber das am 27. M ai 1832 stattgehabte, 
H am bacher Fest (K reisarchiv  MUnchen, .MA2241) に一部紹♦ されている。.とれについては，-Adam, S ahf- 
mann, Beitrdge zur Geschichte des Hambacher Festes 1832. Landau 1930, S. 117~S. 152. N eudruck： 
Topos V erlag AG. V aduz/Liechtenstehi, 1978.を見よ。（以下 Adarg, Sahrm ann, BとiM igひ略 ) 因みに，

~rrr 163 (̂ 483^

『自由新聞j  Die fre ie  Presse oder F rankenbld tter, 

『傍観者j  Zuschatter an d er  ■Peぴ tVも，f観察者j- 
D er B e o b a c h te r力て, ラインバイェルンでは, ホッホ. 

デルプァ Johann Heinrich Hochdorfer .の 『人民の 

友』 R heinbayerische V o l k s f r e u n d ,『市民の友 j  
Burgerfreundy  ロスト Jacob Friedrich  Rost の 

'『一般新聞J. の‘ろグゐe r  A llgeineine Zeittlng, ジ

一ペンフナイフアー Philip. Jacob Siebenpfeiffer の' 
r西方の使者J W estbote (以下W estboteと略)， ヴィ 

ルト Johann. Georg A ugust W i r t h の 『ドイツ.’トリ
a の

ピュンJ D eutsche Tribiitie  (以下 Deutsche Tribune 

と略）等が刊行さi ^ ていた6 これらの新聞のうちTFね 

tb o teと Demsche. T r ib u n eが最も# 、進的であった。

( 3 )

ラインバイュルンにおける反政府運動の旗手がジー 

ペンプフr イファ' - とヴィルトである。前者は,こと 

にラインバイェルソの高級官吏としてI 3 年f c 友ぶ生 

活めなかから，この地域における根本的矛盾とをの抜 

本的解決策を呈示できる数少ない人物の一人となっズ 

いた。
< 1 1 ) - , .

ジーペンプァイプァーは1789年 1 1月 2 9 日， バ ~̂
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デンに近いラールL a h rに貧しい栽縫職人の家に生ま 

れた。ギムナジウムに入学しナこものの，貧困の故に学 

業を中途で断念しなけれぱならなくなる。ギムナジク 

ム入学後2 年経ぅた1S04年に， ジペンプァイプで 

一はラール地区め書記となるが，財務行政研究の目的 

で, 1806年フラ，イプルクに赴任する。刻苦勉励の後， 

やがて資金を得て法学研究を自的にブライプルク大学 

に入学したのである。

彼は, - ナポレオン戦争ま期の1814年に,連合軍と 

共にライン左岸に渡り，州の共!^管轄委員会gem eレ 

n sc h a ftlic h e  L andesadm ix iistra tion  の秘書になり， 

第 2 回平和会議の後，ランダウでオ-ストリアの行政 

官に就任した。ラインバイュルンがバイユルン王国に 

帰属することが決定した後は，シュパイアーとフラン 

ケンタールにお、て郡助役補佐に就任し，ISIS年 1 月 

28 日，ホムプルクに部庁が設置されるのにともない，

郡委員に任命されたのである。

官吏としてのジーペンプァイファーは，謹厳実直， 

気性ぱ激しく，結局部下との摩擦が原因して県政府か 

ら訓或姐分を受けることになる。彼が官吏を辞任する 

時期も原因も明らかではない。

ジーペンププイプァ一は官吏生活を通じて，破壊さ 

れつくした自治体財政制度，なおざりにされた学校や 

教育，放置されたままの道路や交通手段まの抜本的解 

決の必赛を痛感したのである。

1829年に，彼は学術的な雑誌によって論争を喚起.す 

るべく出版計画を立てるが，「わが国では全く実りが 

ない』と知って，やめてしまう。

7 月革命勃発に促されて，ジーペンプァイプァ一は, 
1830年 10月に国家制度，法律，司法各般にわたって, 

® 内外，とくにフランスの国家行政との比較を内容と

した雑誌 r ラインバイ； レンj  R fw in b a y e fnお発行 

する。更に翌1831年 4 月 1 日から， その雑誌となら 

んで日刊新聞S"西方からの使者■! D er Bote aus der  
を刊行，この新聞が翌年1 月から， Westbdte 

となるのである。

しかレ， は 3 月 1 7 日，バイユルン政麻攻 

撃を理由に発行停止処分を受け■,ジーペンプァイプァ 

一も向こう5 年間にわたり執筆活動が禁止されてしま 

うのである。

同紙第7 4号特別付録号の発行者辞任声明のなかで》

^^制政府下の政治的無権利と專制政府の横暴が告発さ

れている。だが，同紙がこのことによって決して挫

るのではなく，その精神は蘇生するであろうこと力**
暗示されている。「いざ，ラッパが眠りを覚ますまで

W estboteは床に就く。 ろりひは眠るが^神は目觉 
, 0 4 )

めている。 ドイツ方才。g 由万才J と。

こうしてW esidoteは消えるわけだが， はぽ 1 0 日 

後の4 月 1 日から r ラインの監視人』に，その精神を 

まることになるのである。

とこタで，. Wes’tbote や D aitsche TtibUne の新聞 

発行停止姐分には，反政府的政治結社•■出版•祖国同 

盟j PreB-oder V aterlandsverein  の結成が深く 力、力、 
わっていた。この同盟の起源は， 1832年 1 月 29 日に 

ラインバイ ; レン出身の譲員であ る ,シ ュ ラ ー （F ii-  

edrich S ch u lle r)が本■議会休会の折りにラインバイ 

ェルンに帰遺したのを機会に，彼への感謝をこめて開
(15) •

かれた柴会に棚ることができる。この席上で，ヴィル 

，トが r出版，祖国同盟」創設の提案を行い， 2 月 3 日 

付 Deutsche T r ib u n e第 29号の論説 r ドイツの責務i  
Deutschlands P f l ic h te n で広く訴えたことに由来す 

る。この同盟の目的は,政治的著作の出版活動を支接

ハムバッハ祭典後のジ一ペンプファイファーについて述べると，彼はフランケンタールの重罪犯栽判所Zuchtpolizei- 
g erich teで最高刑2年を宣告された0 1833年11月25日，彼はベッカ" Johann Philip B e c k e rの手引きで逃亡に成 

功，ヴァイセンプルクに向かう。後，ペルソで教職に就く力’、，彼は全く政治の舞台には登場するととなく，晚年は神極 

を病み，1845年5 月14日，ぺルンのピュム：/! > タツで没した。Wilhelm, Herzberも.S. 209.

注（12) Wilhelm, Herzbarg, S. 3 0 .ヘルツベルクは，. ジーペンプァイファー力U818年にっ*インツで発ました自治体の財- 
産, 債務に閲する研究，国家制度〔憲法〕裁判制度，ラインバイヵレンの行政手？Iが今日でも尚プファルツの行政管®  
の旧でHi要な補助手段となっている，と述べている。しかし，現在ではどうなのであろう力、◊

(13) a‘ a. O" S. 30. ，

(14) Extra Beilage zu Nr. 74 des WestboU". in: Wachter am Rhein vor N r .1. ジーペンプアイファーは 

W estbote発行者辞任後，'IMittschltmd, H a u s /r e u n dという新聞をヒルドプルグスハウゼンで発行しようと計画す 

るが連邦議会の庄力で果せなかった。Wilhelm, Hefzberg, S. 73.
(15) Wirth, Das Nationalfest. S. 4 . によると, この集会で,'、ドイツではじめて主家の正統性と原理とを神権に結び 

つけることはぞ可能であること， ドイツの改ホは無条件に人民主権の原理によらなけれぱならないこと力•、宣言された， 

ということて，ある。
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み、、

r ラインの監祝人j によせて

すること，人民の代表者が逮捕，若しくは就労不能に

なった場合には財政的援助を与えること，同盟のメン

バーは，その収入に見合う寄付を毎月定期的に支払い，

反政府的文* を広める際には，力の及ぶ限り協力する

こと等を骨子としている。ヴィルトのr ドイツの責務J
(16)

は 5 万部別刷されドイツ各地に広められたのである。 

その趣旨に賛同する動きは急速に拡大しようとしてい 

た6
バイユルン政府が警戎したのは，こうした動静に対 

してであった。1832年 3 月 1 日に，ルードヴィヒ国主 

は全王国内における同盟を禁止する訓令を発布し，反 

政府派弾圧に乗り出したのである。

この「出版，祖国同盟j は，1832年中にはバリにお 

い て r 自由出版搬1 担国協会J D eutscher V ate rla - 
ndsverein zur U nterstU tzung der freien  P re -  
s s e の名称で設立され, この一支部としてr ドイツ人 

民協会J D eutscher V o lk sv e re inが創設されるので 

ある。この「ドイツ人民協会」が 1834年初めには， 

綱領と規約を整えたドイツ最初の革命的秘密結社r ド 
イツ亡命者同盟J Der deutsche Bund der G eacht- 
e te nに発展していくのである。

( 4 )

(18)

*■ラインの監視人J は 1832年 4 月 1 日から同年7
月 2 6 日にかけ.てバーデン大公国のマンハイムで刊行 

された急進的g 由主義の新聞である。発行者シュトロ 

マ イ ア ー （Franz Stromeyer) ,編集資任者はシュル 

ント（Friedrich S ch lu n d )の陣容であり， 出版およ 

ひ’印刷はヴィ，トヴCC (W ittwe)，まが行っ た。.発行 

者シュトロマイアーは以前ジーペンプァイファー発行 

の か の ポ 集 協 力 人 で あ っ た 。

W estbote第74号特別付録には，ジ《ペンプァイプ 

プーの発行者辞任の声明とならんで『ラインの監視人J 
刊行予告が揭耽されており，そ こ に は か 読  

者の要望r j f e え，その代わ！）となるべく努ガするJ 旨

注(16) Karl, Obermann, S. 93,
(17) Woltgang, Schieder, Die Anfdnge der deutschen Arbeiterbewegung. Die Auslandsvereine im 

Jahrzehnte nach der Julirevolutioti von 1830. Stuttgart, 1963. S, U . .
( 1 8 )本稿で紹介する資料は，WUchfぴ ant Rhein, E in deutsches Volksbtatt. Mannheim Voin I. April bis 26, 

Juli 1832. Topos Verlag, Vaduz/Liechtenstein, 1977,である<> との資料には，編集者のつけたペイジ数が（〕 

で示され，また目に相当する部分では，各記事の見出しと，その内容についての，若千ではあるが耍約がされてお 

り，禾IJ用者への使宜が® られている。

(19) E x tra  Beilage zu Nr. 74 des Westboten. in: W&chUr am Rhein vor N r .1.
<20) Wiichter am Rhein, S. 2.

が記されているo との;:：とは，r ラインの監視人を 

して，当時7 月革命以後のバーデンにおけるま由主義 

運動—— 後述するがこの場合のま由主義とは立憲主ま 

とはぽ同義である一 -にラインバイュルンの急進的運 

動一こちらの方はプラソス的な意味での共和主義を 

指すものとしてよい—— の侧面を合体させて，より強 

力な反封建闘争のための武器にしようとするものであ 

る。

『ラインの監視人J 第 1号社説にはシュトロマイア 

一の論文 r統一と自由J が発表され，同紙のいわぱ政 

治的信条が語られる。

r，-•…専制からドイツ人民の確実な解放を期待する 

ことが今や可能なのである。もし全ドイツ人民の声が 

ま由の尊さに目覚めるなら，まらかちえた， 法の 

支配を共同して守るために，また宵:制に対する共同の 

闘いめために一致することである。" ラインの監視人，， 

の目的は，g 由，法の支配という崇高な目的を達成す 

るために困難を乘り越えることであるj と。.
『ラインの監視人J は，社説，ドイツ各領邦からの 

報告，諸外国からの報告を中心に構成され，日刊4 ぺ 

イジ建てである。同紙は4 月 2 3 日と6 月 1 1 日の聖霊 

降臨祭の休刊を除き合計115号が刊行された。 7 月に 

入り，付録B e ila g eを付けた号が, 4 日， 9 日， 11 
日，1 7 日，1 8 日，2 1 日, 2 3 日， 2 4 日の8 号はど刊 

行されるが, これら付録の内容は， 6 月 28 日の速邦 

議会決議に基づき7 月5 日に発令された一連の自由主 

II運動弾圧措置に対する抗議と，反動の強化による事 

態の緊迫を警告するものが中心となっている。

さて，『ラインの監視人』の構成内容についてであ 

る力S 社説の論調は大別して次の3 つが主である。1) 

ドイツの統一と自由に関するもの，2 )出版，祖国同盟' 
の支援に開するもの, 3) Kイツ連邦，とくにプロイセ 

ンおよびオーストリアの專制支配と封建絶对主義への 

批判, がとれである。

次にドイツ各領邦国家からの報告だが，当然のこと 

ながら，パーデン大公国，バイュルン王国，ラインバ

l e s c d s s )
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イエルシからの報告記?1?が全体の約半数に達している。 

これに続いて，ライン河畔に接する領邦国家，ナッソ

ウ公国, プランクフルト . アム . マイン,ヘッセン

ダルムシュタット大公国，ヴュルチンペルク王国,へ 

ッセン選帝国からの記事が多い©
この他，プロイセン壬国，ハノーファー王0 ，ホル 

シュタイン公国，ザクセン主国，ザクセン，コープル 

ク公国からの報告もあるがその数は極めて少数である。

諸外国からの報告では，プランスに関する記事が最 

も多く，合計37号に及ぶ。 これは，言うまでもなく 

7 月本命後のプランスにおける動静が国境を接する南 

部ドイツ諸-邦にとって極めて重要な政治的関心事だゥ 

たからである。プランスからの記事では, rカジミー 

ル•ペリエ内閣治下の政情不安J 「コレラ危機J r飢餓 

.失業の增大J . [スペインへの内政千渉J rプロイセン， 

オーストリア, ロシアによる対フランス戦争準備J 
r ヨーロッパ分割計画J 等々， 7 月革命後のフランス 

の激動ぶりが紙面を娠わしている。

大プリチンからの報告は全部で12回あり，そのう 

ち 8(1]が r選学法改正J に関係している。『ラインの 

監視人J は 5 月 26 日付第55号において r選举法改正

と ヨ ー ロ ッ パ j と題して社説を掲げ， r改正問題はョ 

パ文明の死活問題であるJ と論じ選举法改正へ

支持を表明している。 ‘
ポ一ランドからの記事は10回である。 ポーランド 

の問題は19世紀30年代ドイツの反ませ建闘争を語る場 

合，重要な意味をもっている。というのは，ポーラン 

ド支援の意味は，神聖同盟を中心とする事-制支配に対 

する反き1建鬪#^の統ー的基盤を，そこに見出すからで 

ある。たとえぱ,ヴィルトはポーランドの再生と解放 

はドイツのそれと同じであること，ポーランド再生

と解放がドイツの解放と統一によ力てもたらされたで(J2 )
あろうことを述べたりしている。 ’- ，

f ラインの監視人』が報じるポーランドの記事は， 

当時の事情を反映して，亡命ポーランド人に関するも 

の, プロイセン，ロシアのポーランド対策への批判, 

ポーランド国内における散発的峰起を伝えるもの，在 

外ポーラソド国民委員会から寄せられたドイツ人民へ

の感謝文が中心になっている。この他には，社説とし 

て rワルシャワ陥落前後におけるポランドの光景j 

と題してルポルタージュ記事が速載されたりしており， 

ポーランド問題への深い共感を示している。

r ラインの監視人』が取り扱う諸外国からの記事は， 

フランス, 大プリテン，ポーランド以外に，イタリア, 
スイス（それぞれ6回す‘つ)，ポルトガル（3 回)，スペイ 

ン , ユ 一 ダーランド, オーストリァ（それぞれ2 回ずつ〉‘ 

である。

『ラインの匿視人』掲載の諸外国からの記事を通じ 

て明らかとなることは，一方におけるヨ ロッバ列強
(23)

諸国の鎮士拡大政策，弱小諸国への内政干渉が，他方

における民族解放運動と独立運動，そして勃興しつつ 

あるナショナリズムの姿がI I 明に映し出されているど 

とである。

1830年を転機とする£1 一口ッパの情勢は王制復古体 

制の崩壊を急速に推進しており，世界史I t , 新しい局 

面を迎えているのである。

う5C

ハムバッハ祭典は，1832年 5 月 2 7 日， ライシパイ 

ュルンのノイシュタットN e u s ta d t市近郊にある古城 

ハムバダハで開催されたドイツ統一を求める一^大人民 

集会である。この祭典にはラインバイュルン全域はも

とより， ドイツ連邦各都市および諸外国からの参加者
(24)

が 25,000名を越えたのである。

(2)で触れておいたよ’ う'に,ラインバイユルンでは 

I832年から始まる諸物価の急騰と貧困者の墙大と化よ 

ゥて，ラインバイエルソ全域には不满が满卷いていた。 

これに加えて, 南部-ドイツは，バイエルン= ヴュ/レチ 

ンペルク関税同盟，' プロイセン==ヘッセン関税同盟， 

ギ部ドイツ商業同盟の結成によって経済的統一基盤を 

形成しつつあり，それらの地域に包摂された国々で1̂士， 
最早，何らかの形でドイツの国家形態の変苹を志向せ 

ねぱならぬことを感じ始めていたのである。

ラインバイェルンにおける現状の不満は，直接的な 

形をとってバイホルン政麻に,ひいてはバイエルン政

注(2り a. a. O., S. 217.
(22) Wirth, Das blationalfest‘ S‘ 3〜S. 4. r  ■ '
(23) Harald, Muller,.Die Krise des Intervensionsprinzip der Heillgen Allianz. Zur AuBenpolitik Oster- 

reichs und PreuBens nach der JuHrevolution von 1830, in: Jahrbuch fA r  Geschichte. B d '14, Berlin, 
1976-を倉照せよ。 - ' バい. ’ ’ ’ ’ - ‘ ’…  ̂ ■

{*24) Wiichter am Rhein, S. 241*
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『ラインの監視人によせて

府を通じて速邦議会体制に批判の対象を見い出してい 

く。また7 月 8̂̂ 1%を契機として洁発化する南部ドイツ 

自由主義運動も国家形熊の変革を含めて領邦休制批判 

に傾くのであり，ここにラインバイエルンを中心とす 

る急進派と南部ドイツg 由主義運動とは，共通の批判 

対象において統一するのである。ここにいう r共通の 

批判対象J とは [専制J であって，直接，間接にはプ 

ロイセンとオーストリアを頂点とする絶あ主義制度で 

あることは言うまでもない。この点に， ドイツ関税同 

盟成立以後，プロイセンを中心とする経済的統の中 

にドイツ国家統一の基礎を見い出し得なかった南部ド 

イツ自由主義一般の狭さと限界力•、あるとも言える。

いずれにせよ，ハムバッハ祭典が当時の交通事情や 

度重なるバイエルン政府の妨害!■こかかわらず空前の大 

斑摸集会に発展できたのは，以上のような背景があっ 

たからである。

『ラインの監視人』は,その刊行期間から明らかな 

ように，ハムバッハ祭典に対する民衆の期待と興奮を 

目前にし，同滅自身も祭典への積極的支持を表明する 

のである。

『ラインの監視人』が報道したハムバッハ祭典に関- 
する第 1 号記事は， I"ドイツの5 月J Der Deutsche 
M a iと題した呼びかけである。 これは当時ノイシュ

トのハ ー ル トにいたジーベンププイフ が，

r新シュ パイア—新聞』-Neue Speyere ZeUunびに載
(25) . 0  -

つた記事からヒントを得たものと言われている。この 

r革命的目的を感じさせるj 呼びかけにはr ノイシュ 

タット近！̂の尊敬できる3 4名の市民J の名が連ねら 

れている。これら市民の職業を見ると，農場経営者が 

11名》商人が7 名で，これで署名者全体の過半数に達 

することになり，当時のラインバイょシレンにおける#  
萄の[2̂ 作と関税線設置による打摩が,こうじた署名に 

反 映 さ れ て い る と 言 え る =
この呼びかけの内容は, 毅然たる闘、、, 内外 

め暴力を払いのける闘い,合法的ま由とドイツの国民 

的尊厳をかちえるための闘いJ である r希望の祭典j ， 
にあらゆる者が参加しようというものである。

こめ呼びかげが『ラインの監視人』のみならず，新 

聞出版の刊行が高揚していた南部ドイツ諸邦はもちろ 

ん, 各地に創設され始めた「出版 . 担国同盟J を通じ 

て広饥に流ホされたことは確実である。

5 月 i o 日付の r ラインの監視人』には， この呼び 

かけが rライン地区0 みならず，隣接諸邦においても 

贊同と喝采を博してJ いることが報じられている。

しかし，一方ではバイエルン政府の千渉も日を追っ 

て激しくなり，その桔果，アント‘リアン男爵名で祭典 

禁止措置が講じられる。 この禁止措置の趣旨は，r... 
国内には合法的権力のみが存在するのであって，人民 

が公龍の集会で外国からの暴力を回避することなどは 

協譲するものではない。このごとを考えるのは王国憲 

法にのっとりg 家首脳の手中にあるJ こ'とだから「本 

集会の目的は, 従って不法であるj というのである。 

こめ文言は，明らかにジーペンプァイクァ"の呼びか 

けを逆手に■とったものである。 ■ ■" ' .
更に，ハムバッハ祭典を禁止する理由は， r… 合 

法性に隠れて現存体制の解消を企てるよこしまな党派j 
によって意図されたものであり，まだこの集会には

r....... "TI後極まる人民階級 n iederste Volksklasse
出身のまおよび帰休兵が募られているJTか ら r，‘，.‘.王 

国政府は目下計画中の集会を不逗力、つ違法と判断レ‘. 
禁止するj と。

この寒ih措置は全6 か条から成り，事実上ハムバッ 

ハ祭典開他を不可能にするものであった。それどころ 

力、，数名の集会でも禁止の対象となる条項も含まれて 

おり，専制下の政治的無権利を政府ま身が証明したよ 

うなものであった。

r ラインの監視人J は，この措置を掲載した号で， 

本猎置に対して批判的論評を加え，バイュルン政府の 

行為を非難している。 r…..，ライン県政府がかかる禁 

止措置を敢えて発令することの厚顔無恥さカロ減*ある 

いはそれによって政府がその黄酷な処置を言い縫おう 

としている欺購ぶりについて，仰天する以外に何を知 

るべきというのだろう力、。 祭典を祝い，市民の問 

題を協譲し，公序を脅キかさずに，同時に一地方の市

注(25) W ilhelm/Herzberg, S. 90. .
(26) Denkschrift der bayerischen Staatsregierung, Juxi 1832. Geheim Staatsarchiv MUnchen, PoHt.

Archiv 628. in： Adam, Sahrmann, Beitr'dge. S. 110. \
'(27) Wachter am Rhein, s. 96.
(28) a. a, O., S. 1 5 6 , ： .. . ，，. ；

(29) a. a. 0 ‘, S. 169, 、

(30) a. a. O., S' 169. , '
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民がこぞって集まれなV、ような前提などは余りに愚し 

く，……ァンドリアンなるお偉方だけが，そういう処 

僮に決然と取りかかれるのだ。そうした唐制の権力装 

置は， ラインバイエルンが祭典を祝うことを制止 

できないということを自ら知るだろう。ノイシュタタ

トの市民は，しかしながら抗譲を発した。 強い者

は論なのか，e 由な市民なのか，それとも専制の手先
(31)

なのか見せてやろうではないかJ と。

ハムバッハ祭典開他への気運は，この禁止措置のた 

めに却って高揚した。/ イシュタット市参事会もバイ 

ュルン政府の禁止措置こそ不当であることを述べた25 
名迹暑の抗議文を発表した。r ラインの監視人』は，.(3り
この市参事会の行為がI■心から支持を得てJ いるもの 

と報道している。

同紙は5 月 1 6 日付第45号で， ハムバッハ祭典にた 

いする民衆の期待を次のように報道している。「5 月 

27日に予告されているハムバプハ城での人民集会への 

呼びかけは，ラインのあちらこちらから全愛国者の心 

に時代の意義というものが進行しているのだという考 

えを響かせている。老若男女を問わず，その日を楽し 

みにしている。 女性は女性で気のきいた刺しゅう 

をはどこした黑赤金のドイツ紋享と旗を用意している。 

彼女らは晴着を着ようというのではなく，普段着で出 

席しようとしているし，頭や胸につけるドイツの国享 

以外に別に飾り立てようというのでもない。記章をつ 

けずに来る者はいないだろう。こうした本当の民衆運 

動は見事であるし珍:しいj と。

ハムバッハ祭典開催に到る迄の道は人民の勝利に終 

ゥたのである。

( 6 )

.ハムバッハ祭典は成功裡に終った。ハムバッハ祭典 

はドイツ人民に■家統一への要求が根強く存在してい 

ることを示したのである。

r ラインの監視人J は， 6 月 1 日付第6 1号の社説

で同祭典の成功と意義を伝えている。

r …この栄えある政治の祭日に全ドイツ各地から 

集まって来た人を見た者，困窮した祖国の苦しみを聞 

いた者，そしてまた, この悩み, この若しみ,この悲 

しさを取り除く勇気ある決i t を知った者は，きっとド 

イツの自由が国民の意志と力で栄えるというととに胸 

をふくらますにちが'^、ない。 ドイツはドイツ人民によ 

って下僕根性から解放され，神権，壬家の正統という 

馬鹿げた，しかも人民抑庄の諸原理を王翁で高めよう 

とし，奴謙に鞭を振り上げようとする専制君主は,.権 

利の認識と信念の前に，’またドイツ人民が一つのま由 

な国民となるにちがいない確信の前に，悄然として首 

を垂れるだろう。 ドイツ人民は，はっきりと自分の信 

念を表明した。卑劣などっちつかずの原理卞語った声 

をどこにも聞かぬし，すべての者が自由な連邦国家 

ein fodera tiver F r e i s t a a tの精神のもとにドイツ改
( 3 0

革•のiki、要挫を語ったj (傍点は引用者）

『ラインの監視人J の論調は寄異な感じを与えるか 

も知れない。というのは，もし!■一つの自由な国民と 

なるのであれぱ，どうして r 自由な連邦国家j であ 

るのかが問われるからである。しかし，このことは別 

に何の不思議はない。なぜなら，ハムバッハ祭典をど 

のように把握し報道するかは各紙の自由であることだ 

からである。ここにまたハムバッハ祭典が政治的祭典 

であっても「祭典j の域を出なかった弱さがあること 

を示している。それ故，この祭典がr原理の上ではド 

イツにおけるフランスの，7 月苹命j と恐れられたにも. 
拘らず，メッチルとヒ'が r うまく利用すれぱ善良な人

(36)

々の祭典となるJ とはのめかした理由は，ハムハッハ 

祭典においてドイツ統一のための原理が欠如していた 

ことを察知していたからにはかならない。

ア ダ ム ，ザールマンは ,ハムバダハ祭典を適切に表 

現 し て I■，.....偉大な形のドイツ最初の出版祭P ress-
(37)

e f e s tとして問題にされる必要があるJ と述べている<
しかし, 筆者はハムバプ'  
はない。言うまでもなく，

，祭典の意義を軽んずるので 

この祭典の意義は， ドイツ

イセンの窗僚,メダクレンプルクCarl von M e c k le n b u rgなる人物の

注(31) a. a. 0., S. 170,
(32) a -a. O., S. 174.
(33) a. a. O., S. 179.
(34) a, a. O., S. 241 ~S . 242,
(35) Karl, Obennann, S, 9 9 ,これはプ，

1832イド(5月10日付メモの一*節である。 、

(36) Franz, M ehring. Geschichte der deutschen Sozlaldemokratie. D ietz Verlag,. Berlin, 1960. E rs te r 
T e i l . a  76. m i , 足利末男，平非俊彦他訳『ドイツ社会民主主義史■!(上）ミネルヴァ書房，M 1968ギ，60ペイジヶ

(37) Adam, Sahrm ann, Beitr&ge. S. 30.
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注〔38) Gunther, Hildebrandt, Prograinm und Bewegung deo Suddeutschen Liberalismus nach 1830, S , 17. 
in: Jahrbuch fu r  Ge&chichte. Bd. 9, Berlin, 1972..

(39) a. a, 0 ‘, S . 14.
(40) WachUr am Rhein, S. 315.
(4り Gunther, Hildebandt, S. 42.
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の再生と解放が，最早，いかなる形態の下であれ，統 

一する以外にないことを示した点にあるからである。

さて，ここでハムバッハ祭典前後の南部ドイッ自由 

主義運動に一整を与えておく必要があるだろう。つま 

り，このことによってハムバタハ祭典内部にあった統 

をめぐる路線と南部ドイッ自由主義運動一般を指導 

していた理論との相違が明らかになるからである。

既述のように，南部ドイッでは1820 年代の末には 

一̂連の関税同盟や商業同盟の結成によって，経済的統 

基盤が形成されつつあり，多かれ少なかれドイッに 

おける国家形態の変草:が議論の组上に上らざるを得な 

くなっていた。こうした背景にあって南部ドイッ自由 

義主は，.ロテックK arl von R o tte c k ,ヴェルッカー， 

ププイッ.ツ ア ー Paul P f i z e r ,モ ー ル Robert von 
M o h r ,.ミツターマイア' - Karl  M itte rm a ie rといっ 

た人々によって指導されることになる。

南部ドイツ :イェルン王国，ヴュルチンベルク

王国，バーデン大公® — におけるi 由主義は， 7 月 

羊命の影響を受け，王制復古体制下で空文化された旣 

存の領邦憲法を基礎に，それに漸次的改良を加えて運 

動を展開しようとすることを基本的特徴とする。すな 

わち，南部ドイツg 由主義が要求したものは，検閲の 

廃止，国家財政ポ認権の獲得，連邦議会改革，代議制 

議会の開設等々であり，これらの要求のうち検閲の廃 

止を損杆とした出版のま由が， 7 月革命の大衆高揚を 

ぜ景に, はぽ完全にかちえられたのである。南部ドイ 

ツ自由主義は，この出版の自由，とりわけ新聞発行を 

通じて領邦憲法にそくしながらその範商内で彼らの要 

求を手に入れようとしたのである。

従って，南部ドイツき由主義が，何らかの国家形態 

の変苹を志向する場合，[領邦憲法にそくした漸次的 

改良」の範囲を抜け出るものではなく，その論理から 

は各領邦の主権を基礎にした立憲主義的連邦国家制度 

が最も現実的に妥当したものとして導き出されるので 

ある。それ故，南部ドイツ白由主義が迹邦議会改本を 

耍求する場合でも，それは決して連邦議会の根本的変 

草をま向するものではないし，ましてヴィルトやジー 

ヘンププイファ一が主張する人民主権を基礎にした共 

和制政治形態、を求めるものではないのである。

ドイツ民主共和国の歴史研究者，グンター，じルデ 

プラントは，その論文の中で「南部ドイツ自由主義者 

の理論には一般的な自由主義とぐらべて，何か修飾さ 

れた見解として国民国家の思想が含まれていひ;と指 

摘しつっ，南部ドイッ自由主義の理論的遣まr国家学 

辞典J を分析して，南部ドイツま由主義が立憲主ま的 

国家制度を論理的に導き出すためには，ルソーの人民 

主権とそこから引き出される共和思想を拒否すること 

が不可欠だと結論する。

* ■ ロテックを中心とする南ドイツ自由主義者は， 

国家を社会契約として把握している。彼らは‘‘…，フラ 

ンス啓蒙思想の国家，社会理输から出発して国家に原 

理上，一貫した反封建的解釈を与えようとする。し力、 

し，彼らはルソーの人民主権から.明らかに出てくる共 

和制を拒否する。……ルン一的人民主権の方向に代わ 

つて……より強くモンテスキューの学説やカントの学 

説を志向する。南ドイツの自由主義者達は，その独特 

の国家理論において反封建的立場を放棄することなく， 

フランス自然法& 論の革命的性格を弱めたのである 

ぎ実ロチックは，ハムバッハ祭典後2 週間経った6 
月 1 1 日，第 2 聖霊降臨祭を祝うB a d e n w e ile rの渠 

会：e 演説しているが,これは明らかにハムバッハ祭典 

主催者達へめ批判とレて受けとれるものである。

「 私はドイツの統一のためにいるのだ。 し

かし私は危険に陥るような統一を望んでいるのではな

い。  私はま由以外の何ものでもないような統一を

望んでいる。 私はプロイセンやオーストリア'の貴

族の翼下で統一を望んでいるのではない。……私はド 

イツの全面的共和制の下で統一を望んでいるのではな

い。 なぜなら，こうした方向に行く道というのは

身の毛もよだつことであb , ,手に入れた成東は……不
^  (40〉 /
確かなものになるからだJ と。

更に，ハムバッハ祭兆には， ，デン，ヴA ルチン

ベルク雨議会を代表して数名の来賓が出席していたが， 

演壇に上ゥたのはバーデンの議員ローバウアー（Ru
dolf Lohbauej：) —人であり，’しかもその演説が極め 

て穏健であったために祭典参加者から不評を買った， 

ことが伝えられている。

つまり，ジ一*"^ンプファィプァーぉょぴヴィルト等

I•ラインの監視人J によせて
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ハムバッハ祭典主催者と南部ドイツI I由主義者との間 

には, ドイツ統一と反封建とい5 点で一致L 得ても， 

国家形態, っまり共和制国家とI■領邦憲法の漸次的改 

良j とによる立憲君主制的連邦国家をめぐる対立が存 

在しているのであるo'
ハムバッハ祭典をめぐる運動は， ドイツ統一‘と国家 

形態につV、ての議論を公然と歷史上に登場させたたこ 

とを意味するのである。

ところで，『ラインの監視人』 の論調は，南部ドイ 

ツ由主義者とハムバジハ祭典主催者との中間的立場 

にあると言える。つまり，一方において「神権，王家 

の正統という馬鹿げた……人民抑庄の諸原理J に立つ 

I I制君主を批判する意味では，人民主権と■護するか 

のよをであり，他方において •■自由な連邦国家J を主 

張する点では，むしろ南部ドイツ自由主義の稳健的傾 

向を引き継いでいるのであり， r卑劣などゥちつかず 

の」立場を' とったのは，結 局 r ラインの監視人』白身 

だったと言えるのである。

しかし，『ラインの監視人J は，南部ドイツ自由主 

義が総じて i■領邦憲法に即した漸次的改良J を基本に 

しつつ，フランス啓蒙思想に依拠しながら，その瘦諭 

を媒介にして反-封建闘争の武器とした以上に，尊40が 

打倒すぺき敞であることを真!£面に掲げている。『ラ 

インの監視人』が強調する『総体意志J としての法支 

配への希求は，首尾一貫したぎ制打倒の論理i 結びつ 

いて，南部ドイツ自由主義運動一般が見せる糧健思潮 

を一歩進めて一層急進的なものにしている。『ライン 

の監視人J を急進的き由主義の新聞と称する所以もま 

たここに存するのである。 •
『ラインの監視人』からは，従って明確な共和主義 

思想を，まして社会主義思想を窺い知ることはできな 

い。しかし，自由主義運動が専制打倒に向けて突き進 

む過程で必然的に直面せざるを得ない共和主義思想に 

到ろ橋渡しの役割を，『ラインの監視人』 は果してい 

るとH えないだろう力、。

事実，ハムバッハ祭典以後，-‘1833年のプランクプル 

ト監視所攻撃事件や，翌年にかけてのゲオルク.ビュ 

ヒ ナ 一 Georg B uchnerの運励 は 『ラインの監視人j  . 

が行った堪制政府攻撃の一層急進的かつ真体的な表現 

と見てよいかも知れない。

r ドイツ亡命者同盟J における初期の理論的指導者 

ヤコメ . フエネダイ Jacob V e n e d a yが r ラインり藍 

視人』編集協力者として活動しそいたことも，けだし 

無縁とは言えないようである。

( 7 )

ドイツはプルジ3 プ本命の前夜を迎えている。ハム 

バッハ祭典はドイッの民族的，国ま的統一が最早不可 

であもととを示しているのである。だが， ドイツは 

どのようにしてこの国民的課題を実現しようとするの 

であろうか。

南部ドイツを中心とする19世紀30年代初頭におけ 

る自由主義運動は，I9世紀を:K くドイツの問題を象激 

的に’示している。この運動が示したものは，各邦の主 

権を基盤として，これを崩壊せしめるのではなく，む 

しろ各領邦既存の体制を温存しながら国家制度を立憲 

君主政体化していく企図のものであった。ネのために 

は，極力プロイセンとオーストリアによる速邦支配体 

制を弱める必要があるのであり，その蓮動の中に反封 

建 ，反唐制闘#■の姿がぽび上ってくるのである。

それ故，こうした南部ドイツg 由主義運動の基本的 

性格から見れぱ，ハムバッハ祭典の主他者，とりわけ 

ジーペンププイファーやヴィルトの見解は先進的であ 

るにせよ，少数意見にすぎないことが明らかになる。

しかし，いずれにせよハムバッハ祭典は，当時にお 

ける問題関心を端的に示レているのであり，その運動 

は広くドイツ人民の意識に深く劾印さ;たものである 

には違いない。この祭典を通じてドイツ統一に横たわ 

る根本的問題, すなわち立憲君主制による統一か，人 

民主権に基づく共和制的統か,また単一不可分めド 

イツを目指すのか,' それとも領邦国家'を堅持したまま 

の連邦制ドイツを目指すのか，これらの問題が改めて 

論譲の狙上に乗せられることにな0 たのである。 ’ 
ト‘イツ統一*をめぐる思想は複雑である。というめは， 

それぞれの時代と客観情勢によってその内容が変化す 

るからであり，その都度，その変化を確定していかな 

けれぱならないであろう。今後の研究課題としたい。

' (経済学部助手）

法(42) Wolfgang, Schieder, S. 21
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